
水道事業告示第２号 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２において準

用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規

定に基づき、次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示する。  

なお、平成１９年瀬戸市水道事業告示第１号（瀬戸市水道事業に係る徴

収又は収納事務を私人に委託した件）は、廃止する。  

令和６年９月２５日 

瀬戸市長  川 本 雅 之 

委託した  

公金事務  

指定公金事務

取扱者の名称  

住所又は事務所  

の所在地  

指定を  

した日  

委託を  

した日  

上下水道料

金等の徴収

事務 

株式会社ファ

ノバ中部支店  

名古屋市中村区椿

町１番１６号  

令和６年

６月５日 

令和６年

６月５日 

 


